
第７３回税理士試験 法人税法

第二問（計算）解答

〔表示内容の説明〕

配 点：★ ・・・ ２点、● ・・・ １点

問１

【資料１】⑴及び⑵

税務上調整すべき金額

（加算・減算の別及び留保・ 計算過程

社外流出の別）

損金計上納税充当金 ⑴ 納税充当金から支出した事業税等
●

９０，０００（加算・留保） ２，９７５，６００＋１３，０００，０００－１１，６３８，６００＝４，３３７，０００

損金計上法人税 ⑵ 損金計上住民税
●

３，９８８，２００（加算・留保） ６１，１００＋２８１，９００＝３４３，０００

損金計上住民税 ⑶ 損金計上附帯税等
●

３４３，０００（加算・留保） １００，０００＋３０，０００＋５０，０００＝１８０，０００

損金計上附帯税等 ⑷ 役員給与の損金不算入額
●

１８０，０００（加算・社外流出） 役員の業務外の交通違反による交通反則金は、役員給与に該当し、定期同額給与等に該

損金計上罰金等 当しないため、全額損金不算入となる。
●

１２，０００（加算・社外流出） ⑸ 固定資産税

役員給与の損金不算入額 固定資産税は賦課決定日に損金算入が認められる。
●

２５，０００（加算・社外流出） よって、税務上調整すべき金額はない。

納税充当金から支出した事業税等 ⑹ 社会保険料に係る延滞金
●

４，３３７，０００（減算・留保） 国税又は地方税に係る延滞金ではないため、損金算入される。

仮払税金認定損 よって、税務上調整すべき金額はない。
●

５，８１８，９００（減算・留保） ⑺ 印紙税（本税部分）及び不動産取得税

損金算入が認められる租税公課のため、税務上調整すべき金額はない。

（無断複写・転載を禁ず）

（７）



【資料２】⑴及び⑵

税務上調整すべき金額

（加算・減算の別及び留保・ 計算過程

社外流出の別）

Ｄ社株式計上もれ ⑴ Ｄ社株式
●

１３２，０００（加算・留保） 購入手数料は、取得価額に含めないといけない付随費用のため、申告調整を行う。

受取配当等の益金不算入額 名義書換料は、取得価額に含めないことができる付随費用であり、会計上、費用処理し
●

６，４３５，０００（減算・社外流出） ていることから、税務上調整すべき金額はない。

外国子会社配当の益金不算入額 ⑵ みなし配当の額
●

２，０９０，０００（減算・社外流出） ① 交付金銭等の額 １８０，０００×１００株＝１８，０００，０００

外国源泉税の損金不算入額 ② 譲渡した株式に対応する資本金等の額
●

２２０，０００（加算・社外流出） １００株
７５，０００，０００× ＝７，５００，０００

法人税額から控除される所得税額 １，０００株
●

２，２３５，４７９（加算・社外流出） ③ みなし配当

１８，０００，０００－７，５００，０００＝１０，５００，０００●

⑶ 受取配当等の益金不算入

① 短期保有株式等に係る配当等の額

Ｃ社株式は、基準日以前１月以内に取得し、その全ての株式を基準日後２月以内に譲

渡したため、その全てが短期保有株式等に該当する。

よって、Ｃ社株式に係る配当金は、その全額が短期保有株式等に係る配当等の額に該

当する。●

② 受取配当等の額

イ 完全子法人株式等

８００，０００

ロ その他株式等

６００，０００＋１５０，０００＋１０，５００，０００＝１１，２５０，０００

ハ 非支配目的株式等

４５，０００－４５，０００＋５０，０００＝５０，０００

③ 益金不算入額

８００，０００＋１１，２５０，０００×５０％＋５０，０００×２０％＝６，４３５，０００

⑶ 外国子会社配当の益金不算入

３０％ ≧ ２５％ ∴ Ｅ社株式は外国子会社に該当する。

２，２００，０００－２，２００，０００×５％＝２，０９０，０００

⑷ 外国源泉税の損金不算入

２２０，０００

⑸ 法人税額から控除される所得税額

① 株式出資

所有期間から簡便法有利

１ １ １
１２２，５２０× ＋９，１８９× ＋３０，６３０× ＋１０，２１０＝９１，３７９

２ ２ ２

② その他

１８，０００，０００－１５，８５５，９００＝２，１４４，１００●

③ 合計

①＋②＝２，２３５，４７９

（無断複写・転載を禁ず）

（８）



【資料２】⑴及び⑵（続き）

【資料３】

税務上調整すべき金額

（加算・減算の別及び留保・ 計算過程

社外流出の別）

（Ｈ氏） ⑴ Ｈ氏

役員給与の損金不算入額 給与は、毎月同額を支給しているため、定期同額給与に該当し、不相当に高額と認めら
●

２０，０００，０００（加算・社外流出） れる金額もないため、税務上調整すべき金額はない。

弔慰金は、税務上相当と認められるため、税務上調整すべき金額はない。

退職給与は不相当に高額と認められる金額は、損金不算入となる。

５０，０００，０００－３０，０００，０００＝２０，０００，０００

（Ｉ氏） ⑵ Ｉ氏

１２月の給与改定は、役職変更に伴うものであることから、臨時改定事由に該当し、改定

前及び改定後の各支給時期における各支給額がそれぞれ同額であることから、定期同額給

与に該当し●、家賃も毎月同額の経済的利益が発生しているため、定期同額給与に該当す

る。●これらは不相当に相当に高額と認められる金額もないため、税務上調整すべき金額

はない。

（Ｊ氏） ⑶ Ｊ氏

役員給与の損金不算入額 役員分給与は、毎月同額を支給しているため、定期同額給与に該当し、不相当に高額と
●

７，２００，０００（加算・社外流出） 認められる金額もないため、税務上調整すべき金額はない。賞与は、届出期限までに届出

書を提出していないため、事前確定届出給与に該当しない。また、低額譲渡した土地の時

価と対価との差額は、役員給与に該当し、定期同額給与等に該当しない。

１，２００，０００＋４８，０００，０００－４２，０００，０００＝７，２００，０００

（無断複写・転載を禁ず）

（９）



【資料３】（続き）

（Ｋ氏） ⑷ Ｋ氏

役員給与の損金不算入額 １月の給与改定は、業績目標が達成できないことを理由としていることから、臨時改定
●

１，０００，０００（加算・社外流出） 事由及び業績悪化改定事由には該当しない。よって、支給額のうち（５００，０００－３００，０００）

×５＝ １，０００，０００は、定期同額給与等に該当しないため、損金不算入となる。

それ以外の金額は、定期同額給与等に該当し、その金額と使用人職務分の給与は、不相

当に高額と認められる金額もないため、税務上調整すべき金額はない。

（Ｌ氏） ⑸ Ｌ氏

役員分給与は、毎月同額を支給しているため、定期同額給与に該当し、不相当に高額と

認められる金額もないため、税務上調整すべき金額はない。１２月に支給した賞与は、使用

人が役員となった直後に支給される賞与等で、使用人であった期間に係る賞与の額として

相当であると認められるため、全額使用人であった期間に係る賞与の額であると考えられ

る。●よって、使用人職務分の給与は、税務上調整すべき金額はない。

【資料４】

税務上調整すべき金額

（加算・減算の別及び留保・ 計算過程

社外流出の別）

（建物Ｍ） ⑴ 建物Ｍ

減価償却超過額 ① 付随費用
●

８，８８２，１００（加算・留保） 設計料は、取得価額に含めないといけない付随費用であるが、会計上費用理処理して

いることから、償却費として損金経理した金額として取扱う。

不動産取得税及び落成式を行った際の諸費用は、取得価額に含めないことができる付

随費用であり、会計上、費用処理していることから、税務上調整すべき金額はない。

② 償却限度額 （１６０，０００，０００＋８，８００，０００）×０．０３３×２／１２＝９２８，４００

③ 償却超過額 １，０１０，５００＋８，８００，０００－９２８，４００＝８，８８２，１００

（建物Ｎ） ⑵ 建物Ｎ

減価償却超過額 ① 償却限度額
●

９３，０５１（加算・留保） （１０，０３７，２７９＋２５０，０００）×０．０５９＝６０６，９４９

② 償却超過額

７００，０００－６０６，９４９＝９３，０５１

（構築物Ｏ） ⑶ 構築物Ｏ

減価償却超過額 ① 判定
●

２５，４７６（加算・留保） １，０１９，１５４×０．１３３＝１３５，５４７ ＜ ４，０００，０００×０．０４５６５＝１８２，６００ ∴ 改定償却

② 償却限度額

１，２２０，４５０×０．１４３＝１７４，５２４

③ 償却超過額

２００，０００－１７４，５２４＝２５，４７６

（無断複写・転載を禁ず）

（１０）



【資料４】（続き）

（機械装置Ｐ） ⑷ 機械装置Ｐ

圧縮特別勘定積立金取崩益 ① 圧縮限度額
●

８，０００，０００（加算・留保） ７，６２０，０００
１１，１９１，８７５× ＝７，４６１，２５０

圧縮特別勘定積立金積立超過額 １１，４３０，０００

当期認容 ② 圧縮超過額
●

３８０，０００（減算・留保） ７，０００，０００－７，４６１，２５０＝△ → ０ ∴ 調整なし。●

減価償却超過額 ③ 特別勘定積立金積立超過額当期認容
●

４０２，０３２（加算・留保） ８，０００，０００－７，６２０，０００＝３８０，０００

④ 判定

１１，４３０，０００－１１，１９１，８７５＝２３８，１２５

（１１，１９１，８７５－７，０００，０００）×０．２５０＝１，０４７，９６８

７，６２０，０００
≧｛１１，４３０，０００－（７，０００，０００＋２３８，１２５× ）｝×０．０７９０９＝３３７，８１３

１１，４３０，０００

∴ 通常償却

⑤ 償却限度額

（１１，１９１，８７５－７，０００，０００）×０．２５０＝１，０４７，９６８

⑥ 償却超過額

１，４５０，０００－１，０４７，９６８＝４０２，０３２

（機械装置Ｑ） ⑸ 機械装置Ｑ

特別償却準備金認定損 ① 据付費
●

１０，５００，０００（減算・留保） 事業供用費用に該当するため、取得価額に含めないといけない費用であるが、会計上

減価償却超過額 費用処理していることから、償却費として損金経理した金額として取扱う。
●

１，６１７，２９２（加算・留保） ② 判定

（３５，０００，０００＋１，４３０，０００）×０．２５０＝９，１０７，５００

≧ （３５，０００，０００＋１，４３０，０００）×０．０７９０９＝２，８８１，２４８ ∴ 通常償却

③ 償却限度額

（３５，０００，０００＋１，４３０，０００）×０．２５０×７／１２＝５，３１２，７０８

④ 償却超過額

５，５００，０００＋１，４３０，０００－５，３１２，７０８＝１，６１７，２９２

⑤ 特別償却準備金繰入限度額

（３５，０００，０００＋１，４３０，０００）×３０％＝１０，９２９，０００

⑥ 特別償却準備金繰入超過額

１０，５００，０００－１０，９２９，０００＝△４２９，０００（翌期繰越し）●

（器具備品Ｒ） ⑹ 器具備品Ｒ

７０，０００ ＜ １００，０００ ∴ 少額減価償却資産に該当する。

当社は当社と特定関係があるＡ社の事業の管理及び運営を行っており、そのＡ社に対し

て貸し付けていることから、主要な事業として行われる貸し付けに該当する。●

よって、１０台が、少額減価償却資産に該当し、会計上、取得価額の全額を費用にしてい

ることから、全額損金算入されるため、税務上調整すべき金額はない。●

（無断複写・転載を禁ず）

（１１）



【資料４】（続き）

（器具備品Ｓ） ⑺ 器具備品Ｓ

減価償却超過額 ① 貸し付けが主要な事業かの判定
●

１，３６１，７１０（加算・留保） １，９００，０００ ＞ １，９６０，０００×９０％＝１，７６４，０００ ●

主要な事業の貸し付けに該当しないため、少額減価償却資産及び一括償却資産には該

当しない。よって、通常の減価償却を行う。

② 判定

９８，０００×０．３３３＝３２，６３４ ≧ ９８，０００×０．０９９１１＝９，７１２ ∴ 通常償却

③ 償却限度額

９８，０００×０．３３３×１１／１２×２０台＝５９８，２９０

④ 償却超過額

１，９６０，０００－５９８，２９０＝１，３６１，７１０

（機械装置Ｔ） ⑻ 器具備品Ｔ

一括償却資産損金算入限度超過額 １２／３６ ＞ ０．５００×２／１２＝０．０８３… ∴ 一括償却
●

１，０５６，０００（加算・留保） ① 損金算入限度額

１，５８４，０００×１２／３６＝５２８，０００

② 損金算入限度超過額

１，５８４，０００－５２８，０００＝１，０５６，０００

【資料５】

税務上調整すべき金額

（加算・減算の別及び留保・ 計算過程

社外流出の別）

交際費等の損金不算入額 ⑴ 支出交際費等の額
★

３３６，６００（加算・社外流出） ９，１９０，０００－１９０，０００－２６，４００－６３７，０００＝８，３３６，６００

（注）新年会の費用、１人当たり ５，０００円以下の飲食費及びカレンダーの制作費用は、

交際等には該当せず、損金算入されるため、税務上調整すべき金額はない。

⑵ 接待飲食費の額

２，３８６，０００

⑶ 定額控除限度額

資本金５億円以上の法人による完全支配関係がないため、中小法人に該当する。

よって、定額控除限度額の適用あり。

８，０００，０００×１２／１２＝８，０００，０００ ＜ ８，３３６，６００ ∴ ８，０００，０００

⑷ 損金算入限度額

２，３８６，０００×５０％＝１，１９３，０００● ＜ ８，０００，０００ ∴ ８，０００，０００

⑸ 損金不算入額

８，３３６，６００－８，０００，０００＝３３６，６００

（無断複写・転載を禁ず）

（１２）



問２⑴

税務上調整すべき金額

（加算・減算の別及び 留保・ 計算過程

社外流出の別）

（Ｕ社） ⑴ Ｕ社

寄附金の損金不算入額 ① 支出寄附金の額
●

４９，０４６，８７５（加算・社外流出） イ 完全支配関係法人に対する寄附金

３５，０００，０００－２０，０００，０００＝１５，０００，０００

ロ その他の寄附金の額

５０，０００，０００

ハ 合計

イ＋ロ＝６５，０００，０００

② 損金算入限度額

｛（３０，０００，０００＋５，０００，０００）★×１２／１２×２．５／１，０００

＋（８４，０００，０００＋６５，０００，０００）×２．５／１００｝×１／４＝９５３，１２５

③ 損金不算入額

６５，０００，０００－１５，０００，０００－９５３，１２５＝４９，０４６，８７５

（Ｖ社） ⑵ Ｖ社

受贈益計上もれ 売掛金に係る債務の免除は、受贈益に該当し、Ｕ社とＶ社との間には完全支配関係がな
★

５０，０００，０００（加算・留保） いため、受贈益の益金不算入の適用はない。

よって、受贈益は益金の額に算入されるが、Ｖ社は何ら処理を行っていないため、申告

調整が必要となる。

（無断複写・転載を禁ず）

（１３）



問２⑵

税務上調整すべき金額

（加算・減算の別及び 留保・ 計算過程

社外流出の別）

（Ｕ社） ⑴ Ｕ社

寄附金の損金不算入額 ① 寄附金の損金不算入額
●

１５，０００，０００（加算・社外流出） ３５，０００，０００－２０，０００，０００＝１５，０００，０００

土地取得価額過大計上

１５，０００，０００（減算・留保）

（Ｗ社） ⑵ Ｗ社

受贈益の益金不算入額 ① 受贈益の益金不算入額
★

１５，０００，０００（減算・社外流出） ３５，０００，０００－２０，０００，０００＝１５，０００，０００

譲渡損益調整勘定繰入額 ② 譲渡損益調整勘定繰入額
★

３，２００，０００（減算・留保） ２０，０００，０００－１６，８００，０００＝３，２００，０００

（無断複写・転載を禁ず）

（１４）
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